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大手企業の人員削減で中小企業に人材

獲得の好機 

 

◆中小企業にチャンス到来？  

大手企業による非正規社員の削減や内定

取消しが相次いで報道されていますが、中小

企業がこの機会を「人材獲得の好機」として捉

え、自社の体制強化のため、積極的な採用に

乗り出す動きが見られるようです。 

 

◆なぜ今が人材獲得の好機なのか 

最近、業績悪化などを理由に他社に内定を

取り消された新卒者や雇止めにあった非正規

社員らを対象に、中小企業がハローワークなど

を通じて募集をかけ、採用活動を活発に行う

動きが見られます。これまで、優秀な新卒予定

者は大手に囲い込まれてきたため、中途採用

で人材を賄ってきた中小企業は多く、業績悪

化により大手企業が採用数を減らせば中小企

業を就職先として検討する学生が増えると見

込み、優秀な学生を確保したいと考える企業も

多いようです。 

また、「景気回復時に備えて戦力を育ててお

きたい」、「組織力を底上げする意味でも若い

人材が必要」と考える中小企業の経営者も多

く、景気が回復すれば再び中小企業は採用難

になる可能性が高いだけに、現時点で少しで

も余裕のある企業は採用活動に力を入れる傾

向にあります。 

働く側の意識にも変化が見え始めており、会

社の知名度や規模だけに捉われず、事業内

容や財務内容を見定めたうえで、中小企業を

就職先として選ぶ人も増えてきているようです。

規模は小さくても経営が安定し、成長分野の

事業を持つ企業の募集に応募者が殺到する

ケースも見受けられます。 

 

◆厳しさの中での採用活動はいかに 

景気後退を逆手に、優秀な人材獲得の好

機として採用活動を積極的に行う中小企業も

あれば、やはり大手企業と同様に、人員削減

を実施しなくては苦境を乗り切れない状況にあ

る中小企業も現実には多く存在します。厳しい

現状の中で、採用活動に多くの費用と時間を

かけることができない企業も多いかもしれませ

ん。しかし、積極的な採用によって、特定の年

齢層の社員が不足しがちという中小企業特有

の問題を改善できるチャンスとも考えられます。

また、何よりも若い力を取り入れることにより、組

織活性化や職場風土改善の起爆剤となり、将

来の会社の屋台骨をささえる“人財”を育成で

きる可能性も秘めています。 

非常に厳しい状況ではありますが、優秀な

人材を獲得できる好機と言われている今、長い

目で見ると「将来への投資」として採用活動を

行うことにも大きな意味があるかもしれません。 

 

第 2 次補正予算成立により各種助成金

が新設・改正 

 

◆第２次補正予算が成立 

「平成 20 年度厚生労働省第２次補正予算」

が案の通り成立しました。その主な内容は以下

のものです。 

平成 21 年 2 月 20 日号
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（１）雇用状況の改善のための緊急対策の推

進（4,048 億円）  

（２）介護従事者の処遇改善と人材確保等

（1,680 億円）  

（３）出産・子育て支援の拡充（2,400 億円）  

（４）障害者支援の拡充（869 億円）  

（５）医療・年金対策の推進（1,324 億円）  

（６）各種施策の推進（86 億円）   

ここでは、第２次補正予算の成立に伴い新

設・改正された主な助成金についてご紹介しま

す。 

 

◆新設「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」 

６カ月を超える期間継続して労働者派遣を

受け入れていた業務に派遣労働者を無期また

は６カ月以上の有期（「更新有」の場合に限

定）で直接雇い入れる場合で、労働者派遣の

期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い

入れる場合に、奨励金が支給されます。 

支給額は、期間の定めのない労働契約の

場合は最大で 100 万円（大企業は 50 万円）、

６カ月以上の期間の定めのある労働契約の場

合は最大で 50 万円（大企業は 25 万円）です。 

なお、この助成金は、平成 21 年２月６日から

平成 24年３月 31日までと期間が限定されてい

ます。 

 

◆新設「若年者等正規雇用化特別奨励金」 

年長フリーター（25 歳以上 40 歳未満）およ

び 30 代後半の不安定就労者、または採用内

定を取り消されて就職先が未決定の学生等を

正規雇用する事業主が、一定期間ごとに引き

続き正規雇用している場合に、最大で 100 万

円（大企業は 50 万円）の奨励金が支給される

こととなっています。なお、ここでいう「正規雇

用」とは、雇用期間の定めのない雇用であって、

１週間の所定労働時間が通常の労働者と同

程度である労働契約を締結し、雇用保険の一

般被保険者として雇用する場合を指します。 

 

◆その他の改正点 

その他、「雇用調整助成金」、「中小企業緊 

 

急雇用安定助成金」、「特定求職者雇用開発

助成金」などについても、受給要件の緩和、支

給額の拡充などが実施されています。 

 

退職（失業）に伴う国民年金保険料の特

例免除 
 
◆失業者に重くのしかかる保険料負担  
雇用情勢の悪化を受け、社会保険庁は、国

民年金保険料を免除される「退職特例免除」

の利用を呼びかけています。 

2008 年度の国民年金の保険料は月額

14,410 円。失業した人にとって、この保険料の

負担は決して軽くありません。しかし、免除を申

請しないまま保険料を納めないとその間は公

的年金の加入期間に算入されず、結果的に

「無年金状態」になったり、納付期間が少なけ

れば受け取る年金額が少なくなったりするおそ

れがあります。 

 

◆「特例免除」制度のメリット 

この特例免除は失業の理由を問わず、自己

都合による退職でも適用されます。申請した年

度か前年度に退職したケースが対象となり、例

えば 2009 年３月末までに申請するのであれば、

2008 年７月にさかのぼって免除を受けることが

できます。そして、特例免除を受ければ、保険

料を一部納付したとみなされます。将来は免除

期間分について全額納付した場合の３分の１

（2009 年４月以降は２分の１の予定）として年

金額が計算されます。残りの３分の２について

も、10 年までさかのぼって追納することが可能

です。 

 

■当事務所よりひとこと 

 雇用状況の悪化に伴い、政府の雇用対策

として各種助成金が新設・改正が予定され

ています。助成金は、雇用保険料が原資で

すので雇用保険に加入している会社は当然

にもらう権利があります。創業や異業種へ

の進出、新規雇い入れ、育児休業者が出る

予定等の際には事前にご相談ください。 

 
労務管理・就業規則・社会保険・年金のことでお困りの時は、お気軽にご相談下さい。


